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ＩＶＲに伴う放射線の安全管理について 

＊ガイドラインと防護の実践＊ 

 

自治医科大学ＲＩセンタ－ 菊地 透 

 

１．はじめに 

放射線診療は新しい技術開発と共に発展しており、最近

ではＸ線ＣＴ検査やＰＥＴ検査、そしてＩＶＲ診療もその

代表的な新医療放射線技術である。常に新しい技術には新

たなリスクが生まれ、安全優先が重要である。医療放射線

分野においても新しい放射線利用に伴うリスク軽減や予防

など、新たな放射線安全管理の確立が期待される。 

ＩＶＲは、外科的な手術と異なり、Ｘ線透視下で患者の

血管内をカテ－テルやワイヤ操作等により、低侵襲性で高

い救命性と治療成績が期待されており、入院日数の短縮や

患者の身体的および経済的な負担も大幅に軽減するため、

その適用範囲の拡大と供にＩＶＲ件数は年々普及している。

特に、循環器領域におけるＩＶＲは、冠動脈インタ－ベン

ションとして経皮的冠動脈形成術（ＰＣＩ）等は、適用範

囲が拡大しており、わが国では年間16万件に達している。 

しかし、時としてＰＣＩ等が長時間におよぶＸ線透視と

多数のＸ線撮影を必要とする場合があり、患者の受ける線

量によっては、皮膚等に放射線影響が懸念される。また、

同じ患者が短期間の内に繰り返しＩＶＲを実施する場合は、

同一部位の皮膚周辺に線量が集中し、線量の重なりによっ

ては、さらに放射線皮膚障害等の懸念が危惧される。その

ため、ＩＶＲを受ける患者さんの皮膚の線量を把握し、放

射線皮膚障害の発症防止とその防護の実践が不可欠である。 

今回は、医療放射線防護連絡協議会において、ＩＶＲに

伴う放射線の安全管理のために、「ＩＶＲに伴う放射線皮膚

障害の防止に関するガイドライン」と、「ＩＶＲにおける患

者皮膚線量の測定マニュアル」および、これらのＩＶＲの

放射線防護に関するＱ＆Ａと解説のブックレットを作成し

たので紹介する 1)。また、医療現場で放射線を用いたＩＶ

Ｒに携わる多くの関係者は、患者さんおよび患者家族がよ

り安心して安全にＩＶＲ診療を受診できるために、当ガイ

ドライン等を参考に医療現場で放射線安全管理を確実に実

践されることが期待されている。ここに本日、医療現場の

ＩＶＲ放射線技術を研鑽し中心的な役割を担う多くの関係

者が集まるこの横浜の由緒ある会場で、講演の機会を与え

て頂いた貴研究会関係者に感謝する。 

 

２．ＩＶＲに伴う放射線安全の背景と経緯 

 放射線診療に伴う患者さんの放射線皮膚障害の防止は、

放射線診療が始まった19世紀末から20世紀前半までは最

も重要な課題であった。その後、近年の技術革新によりＸ

線を用いた放射線診療は飛躍的な技術進歩を遂げ、20世紀

後半からはＸ線の透視や撮影によって、患者に皮膚障害が

発症することは過去の出来事となった。 

しかし、1980年代後半からＩＶＲ手技の発展とその普及

に伴い、ＩＶＲに伴う患者さんから放射線皮膚障害の発症

が懸念されるほどに線量が増大した。そのため、1994年に

ＦＤＡ（米国食品医薬品局）の警告を受け 2)、わが国でも

1995年４月に日本医学放射線学会から警告が行われた。ま

た、その後も皮膚科学会誌等でも、Ｘ線透視下のＩＶＲ手

技により放射線皮膚障害例が確認されており、実際はさら

に多くの皮膚障害が起きている可能性が報告された 3)-10)。

これらの状況はＩＶＲの増加に伴い、ＩＶＲを行うどこの

国でも起きる問題であり、国際放射線防護委員会（ICRP）

では1997年から検討が進められ、2001年にICRP Publ.85

として「ＩＶＲにおける放射線皮膚傷害の回避」が刊行さ

れた11)12)。また、マスメディアからＩＶＲ患者の放射線皮

膚障害事例の訴訟やテレビ等の報道もあり、患者からの不

安が高まっている13)。 そのため、わが国においてもＩＶ

Ｒ等に伴う放射線皮膚障害とその防護対策の検討が急務で
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あり、Ｘ線透視下でＩＶＲ手技を行う医療機関ではどこで

も起き得る問題として、ＩＶＲ関係者および関連各学会が

集まり、医療現場において具体的な安全対策を実践するた

めの検討会を医療放射線防護連絡協議会に発足した。発足

に当たり、当協議会加盟関連学会と多くのＩＶＲに関する

日本循環器学会や日本皮膚科学会等にも協力を呼びかけて

11の関連学会・団体による「ＩＶＲ等に伴う患者の放射線

皮膚障害とその防護対策検討会」（2001年10月）を設置し

た14)。 その後、14の関連学会・団体となり、「ＩＶＲに

伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン」（2004

年4月）を作成した。また、ＩＶＲに伴う患者さん皮膚線

量を把握するために「ＩＶＲにおける患者線量の測定マニ

ュアル」を作成した。なお、このＩＶＲ防護のガイドライ

ンと測定のマニュアルをＩＶＲの医療現場で具体的に活用

するために、Ｑ＆Ａの形式でまとめたブックレットを2004

年8月（写真-1）に刊行した。 

 

 

３． ＩＶＲに伴う放射線影響 

ＩＶＲに伴う患者さんへの放射線影響は、受けた各臓

器・組織の線量と照射部位および線量率などによって異な

る。患者さんの主な放射線影響は、大量の放射線量（数Gy

以上）を受けることで、組織細胞の損傷や機能障害が線量

に応じて組織反応が起きる確定的影響である。特に、最も

放射線を受ける照射部位は透視時と撮影時にＸ線が照射さ

れる皮膚であり、最大の皮膚吸収線量を評価し、放射線皮

膚障害への「しきい線量」との比較や皮膚障害の臨床的経

過観察が重要である。表-1に放射線皮膚障害とそのしきい

線量の影響量を示す。 

表－１ 放射線皮膚障害としきい線量 （Gy）

ICRP publ.85 [Avoidance of radiation injuries from interventional procedures 
/Table3.1] を参考に作成
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皮膚への影響量は、放射線を1度に2Gy程度の線量を受

けると、数時間から24時間以内に一過性の紅班が起きる。

この症状は、障害を受けた上皮細胞がヒスタミン様物質を

放出するために毛細血管の拡張によって起きる。なお、一

過性紅斑は数時間で消えるため気づかれないことが多い。

さらに3Gy程度の線量を受けると上皮の基底細胞の増殖が

阻害され、角化層の脱落が生じ上皮が薄くなるため約３週

間から皮膚が乾燥し、一過性の脱毛が生じるが他の症状は

なく殆ど気がつくことなく回復する。  

皮膚に6Gyから10Gy程度の線量を受けると、細動脈が部

分的に狭窄し、血流が盛んになって乾性皮膚炎が生ずる。

皮膚は充血・腫張し2週間後に紅斑が鮮明となり、3～4週

間は紅班が持続する。また、４週間後から永久脱毛が生じ

る。さらに、20Gy程度の線量を受けると、水泡が現れ水泡

が破れると皮下組織が直接露出する場合もあり、湿性皮膚

炎は4～5週間持続し患部は感染し易い状態が続くが、上皮

の再生によって自然回復が始まる。なお、30Gy以上の線量

を受けると、１週間後には紅班等の皮膚変化が現れ、上皮

が壊死・脱落し皮膚壊死や放射線潰瘍の症状が６週後から

発症する。 

なお、放射線の受ける線量が1Gy以下のしきい線量以下

であれば皮膚への影響は起きない。また、しきい線量を超

える線量を受けても、大半の患者さんに皮膚障害が発症す

る事はない。国際放射線防護委員会(ICRP)では、放射線を

受けた人たちの1～5%に障害が発現する線量をしきい線量

と提示している． 

 また、患者さんの局部に数百mGy程度の線量を受けても

確定的影響は起こらないが、数百mGy程度の放射線を受け
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ると、細胞のDNAの損傷と修復が繰り返され、細胞や組織

は回復する場合と、がん細胞の増殖によって発がんや遺伝

的影響の可能性が高まる確率的影響がある。なお、確率的

影響は100mGy以下の線量では、人での放射線影響は確認さ

れていない。しかし、従事者や公衆の被曝管理では、微量

な放射線でも発がんなどの確率的影響があるかも知れない

と、しきい値なしの直線仮説（LNT仮説）の考え方で運用

している。そのため、法的規制値ではしきい値なしの直線

仮説（LNT仮説）に基づく防護量として、線量限度を定め

ている。なお、医療行為としての患者さんが受ける線量に

対しての、実際の人の放射線影響評価には、しきい値なし

のLNT仮説を用いることは好ましくないと考える。 

放射線診療に伴う患者の放射線影響

入射皮膚線量
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４．患者さんの放射線不安 

ＩＶＲに伴う患者さんの放射線皮膚障害は、既に多くの

皮膚科関係雑誌から報告されており、皮膚障害事例に関す

る訴訟や報道から、社会的な関心と患者の不安が高まって

いる。特に最近、わが国においても某大学病院でＩＶＲを

受けた患者の放射線皮膚障害に関する裁判の判決において、

担当医師は多量の放射線照射で、障害が起きる可能性があ

ることを認識していたが、その危険性とほかの治療方法の

選択について患者に説明義務違反があるとして、病院側に

損害賠償の支払いが求められた。また、患者からのIVRに

伴う放射線被曝への不安や相談が急増している。 

患者さんからの放射線不安の声として、「某病院でＩＶ

Ｒを実施したがその際に医療関係者からＩＶＲに伴う放射

線被曝の説明を受けていない」、「ＩＶＲに伴う被曝が、

数Sv以上の線量と説明をされ、インタ－ネットで調べて見

ると数Sv以上の被曝を全身に受けると死亡する可能性が

高いことを知り躊躇している」、同様に、「医師から通常

のＸ線写真の２千枚撮るくらいの被曝量と聞き驚き、今後

の妊娠に影響がないかと心配」と多くの不安が寄せられて

いる。 

放射線診療に伴う患者さんが受ける線量は、放射線業務

に伴う職業被ばくや放射線施設周辺住民等の公衆被ばくと

本質的に異なる。ＩＶＲに伴う患者さんの被ばくを「患者

さんの受ける線量」と明記し、「被ばく」の言葉は用いない

ことを提案する。なぜ、被ばくを用いないで患者さんの受

ける線量を用いるかは、患者さんの放射線不安を説明する

際に、「被ばくをする」や「被ばくからの影響」と聞くだけ

で、「被ばく」の悪いイメ－ジから説明を行う前に、何らか

の不安を抱き続ける。また、説明の文章上からは、医療上

の「被ばく」と原爆からの「被爆」とは区別しても、話す

際には同じ「ヒバク」である。 

患者さんが受ける線量は、診療を行う上で必要な放射線

画像情報を得るための放射線である。また、その放射線を

患者さんが受けることで、適正な画像情報の保障と最適な

診療が期待され、明らかな利益が生まれる。そのため、放

射線診療に伴う患者さんの受ける線量は、必要な診断情報

を得るためにその画質を高め、不要な線量を合理的に出来

るだけ低くすることにある。また、ＩＣＲＰ（国際放射線

防護委員会）は、医療における放射線防護の目的は有益な

放射線診療を不当に制限しないことを提唱しており、新し

い勧告（案）では、患者の線量に対する防護体系は他の被

ばくの防護体系とは区別して検討されている。 

 

５．ガイドラインの骨子 

ガイドラインは8章から構成しており、医療現場で過度

の負担なくＩＶＲ関係者に周知するため、1 章のはじめに

の項に続いて、２章の項で患者からの訴訟において説明義

務違反で問題となった、インフォームドコンセントについ

て、ＩＶＲを施行するにあたり、皮膚線量がしきい線量を

超えた場合には皮膚障害が発生する可能性を示し、主治医

は患者とその家族に、治療の必要性、方法および合併症に

関する説明のほか、放射線被曝によって生じる皮膚障害等

の確定的影響とその防止策、皮膚障害が発生したときの治

療方法についての説明も明示してある。また、5 章に皮膚

障害の影響線量を超えたと考えられる患者への対応として、

以下の手順に従って患者の健康維持に務め、照射部位、皮

膚線量や行った処置などをカルテに記載する。 



ＩＶＲに伴う放射線の安全管理について 

 11

(1) 治療が必要不可欠なものであったことを、再度説明す

る。 

(2) 放射線皮膚障害の起こる可能性が高い部位（照射部位）

と皮膚線量をカルテに記載し、繰り返し行われるＩＶ

Ｒでは情報が次に伝わるようにする。 

(3) 皮膚の紅斑などの影響が起こる可能性を患者と家族に

伝え、ＩＶＲ手技後1週間から2週間は、入浴等の際

に照射部位を観察するように説明する。なお、観察に

は家族の協力が必要。また、入院が継続される場合は

主治医と病棟看護師にその旨を伝え、継続した皮膚観

察を行う。 

(4) 皮膚障害が起こる可能性のある部位は、擦ったり掻い

たりしないこと、入浴時には刺激の強い入浴剤や石鹸

を使用しないこと、絆創膏や湿布類は使用してはなら

ないことを説明する。 

(5) 皮膚に何らかの変化があった場合には、主治医に連絡

するよう説明する。 

(6) 皮膚障害の発生が予想される場合は、皮膚科医に相談

する。その際、皮膚障害を起こす可能性がある部位と

線量、および生じる皮膚障害は放射線によるものであ

ることを伝える。 

  また、放射線皮膚障害の防止に関しての皮膚線量の管理目

標値に関しては表-2 に示すとおり３章と、日常のＩＶＲで

使用している装置の線量率の把握を 4 章で提示し、具体的

には、患者皮膚線量の測定マニュアルに明示した。なお、

ＩＶＲ装置の品質管理を６章とＩＶＲに関わる医師、診療

放射線技師、看護師などのスタッフの教育訓練の必要性を7

章で提示した。最後の 8 章にまとめとして、特にＩＶＲに

おいては、患者と医療関係者が信頼をもって協力し合う関

係を築くことが重要であり、各医療施設において、どのレ

ベルの放射線被曝によって、どの様な対処を実施するかの

対応を関係者間で協議することが必要である。なお、最近

のＩＶＲ装置は、Ｉ.Ｉ.（イメ－ジ・インテンファイア）

使用からＦＰＤ使用に変更し、高分解能のデジタル画像が

得られるため、画像デ－タ処理に大きな期待があるが、Ｉ

ＶＲの放射線安全管理においては基本的な変更はない15)。 

レベル０ ：１Ｇｙ未満 「特別な対応は不要」

レベル１ ：１Ｇｙ以上３Ｇｙ未満 「被ばく線量と部位を診療記録などに記載」

レベル２ ：３Ｇｙ以上で５Ｇｙ未満 「一過性の脱毛、発赤の可能性を説明する」

レベル３ ：５Ｇｙ以上 「脱毛、発赤、びらんなどの可能性を説明する

１８－２０Ｇｙで皮膚壊死、潰瘍形成の可能性」

表－２ 皮膚被ばくと患者対応基準

ＩＶＲの放射線防護ガイドラインから

６．ＩＶＲの測定マニュアル 

 放射線皮膚障害は、皮膚障害発症のしきい値以下にする

ことで防止できる。また、しきい線量を超える可能性が高

い場合においても、ＩＶＲを継続するための皮膚障害の回

避方法や皮膚障害治療と臨床的な経過観察に、患者の受け

る最大皮膚線量の把握は重要である。また、ＩＶＲ装置の

品質管理や線量低減の効果を確認する上でも、ＩＶＲ装置

毎に、標準的な透視条件下での線量率の測定が必要である。 

特に、医療現場で患者の皮膚線量を把握するための測定

は、測定者が過度の負担を掛けないように考慮した。また、

ＩＶＲ装置の線量を定期的に確認し装置の品質管理を高め

ることは、安全な放射線診療を実施する上でも重要である。 

 測定マニュアルでは、図-1に示すとおりＩＶＲ基準点を

提唱し、その場所における線量を基準線量として測定する

方法を提案している。なお、基準線量は患者の皮膚吸収線

量等を直接測定するのではなく、平均的な成人に対する標

準的な透視条件で透視時の患者入射面における吸収線量を

確認することを提唱した。 
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シネカメラ

TV カメラ

Ｘ線管装置

SID

I.I.

Ｘ線管焦点

アイソセンタ

Ｘ線絞り装置（解放）

15cm

ＩＶＲ基準点

図－１ ＩＶＲ基準線量測定法の幾何学的配置

2mm Cu

Ｘ線条件：オート

カテーテルテーブル

× 線量計

ファントム

ＩＶＲにおける患者皮膚線量の測定マニュアルより

 

６．ＩＶＲ防護のブックレット 

ＩＶＲのガイドラインと測定マニュアルの内容を、より

具体的にＩＶＲに携わる医師や診療放射線技師及び、看護

師・臨床工学技士等が医療現場で実践するために、Ｑ＆Ａ

の形式で解説した小冊子を作成した。Ｑ＆Ａは9項目に分

け、それぞれの項目ごとに具体的な62項のＱ＆Ａから構成

している。実際に知りたい内容があれば、具体的な62項の

「Ｑ」から近い内容を探し、知りたいところを探すことが

出来る。 

また、さらにもう少し詳しく知りたい方には、「Ａ」に【☞】

として少し専門的な内容を加えた項目がある。放射線に興

味のある方は、一読の価値のある解説コナ－である。資料

編として、わが国のＩＶＲに伴う放射線皮膚障害事例につ

いて、某大学病院の10症例をまとめ、患者の具体的な放射

線皮膚障害事例をカラ－写真で掲載した。とくに、カラ－

写真による放射線皮膚障害症例のインパクトは、ＩＶＲ診

療関係者自身が忘れていた放射線診療を受ける患者からの

痛々しい皮膚障害と、その防護を視覚的に強く印象付ける

ことと思う。そして、この皮膚障害例の教訓を生かし、繰

り返し同じ様な写真の放射線皮膚障害を発症させない対応

を期待する。 

ここに、放射線皮膚障害症例写真（写真-2）とこの 10

症例をまとめた放射線皮膚障害の治療から、一部を引用す

る「外用薬としては、皮膚の炎症症状に対してステロイド

系ないし非ステロイド系消炎剤、皮膚の硬化に対してヘパ

リン類似物質軟膏、潰瘍に対して抗潰瘍剤軟膏、二次感染

には抗菌剤軟膏などを用いる。そう痒感がある場合には抗

ヒスタミン剤軟膏も使用しうる。内服療法は強いそう痒感

や疼痛を訴える場合に用いられる。そう痒感に対しては抗

ヒスタミン剤を、疼痛に対しては消炎鎮痛剤の内服を行う。

また二次感染が著明な場合には抗菌剤を内服することもあ

る。 

写真－２： IVRに伴う放射線皮膚障害症例 （中背部右側の紅斑）

「IVRに伴う放射線皮膚障害の防止に関するガイドライン Q&Aと解説」 から、医
療放射線防護連絡協議会、2004

 

しかし慢性放射線障害のケースでは、もはや外用や内服と

いった保存的治療では日常生活に支障のないレベルにまで

症状を改善させることができない場合がある。著明な硬結、

皮下組織よりも深いレベルの皮膚潰瘍、潰瘍部の高度の二

次感染や耐えられない程度の疼痛などを伴う症例がこれに

相当し、このような場合には病変部の手術的摘除～縫縮な

いし植皮といった外科的治療が行われる。しかし植皮術を

行う場合、病変の深い部分の血行が悪いため植皮片が生着

しない場合があり、また糖尿病などの合併症が手術の障害

となることもあるので、手術を選択する際にもかなりの慎

重さが必要である。また基礎にある心疾患や糖尿病などの

ため患者本人からの手術の同意が得にくいケースも多い。 

また、皮膚潰瘍を伴うような重症の慢性放射線皮膚障害

では皮膚病変を切除しなかった場合には罹患部皮膚におい

て将来皮膚悪性腫瘍発症の危険性があり、また皮膚病変を

切除した場合でも肺癌や悪性リンパ腫など深部臓器の悪性

腫瘍を発症する危険性があるので、本症は一度発症したら

長期にわたる観察が必要である。」皮膚医師の臨床報告であ

る。ＩＶＲに係わる医療関係者は、ＩＶＲ患者からこの様

な症状を起こさない、また場合によっては起こした場合の

事前の対応を十分に検討することが大切である。 

なお、最近米国のIVR担当医師の中から2Gy以下の被ば

くでも、白内障が発症したという報告があり、IVR 従事者

の放射線防護を追加した。是非、「IVRに伴う放射線皮膚障
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害の防止に関するガイドライン＊Ｑ＆Ａと解説＊」ブック

レットシリ－ズ3（B5判-73ペ－ジの定価1000円）を手に

し、個々のIVRの臨床現場で実践することを薦める。 

 

７. おわりに 

最近、放射線診療に対して患者からの不安や相談が急増

しており、患者が安心して必要な放射線診療を受けられる

ことが重要である。ＩＶＲにおける放射線防護でも他の放

射線診療においも共通することであるが、患者と従事者が

より安全に安心して実施することが大切である。そのため、

可能な限り患者の受ける線量は必要最小限に低減し、不必

要な被ばくを減少するための工夫を実践する必要がある。

また、放射線診療従事者自身の被曝管理が重要であり、放

射線診療技師の役割はますます重要であり、ＩＶＲ診療に

特化した専門技術の習得が必要である。   

医療現場では、日頃からＩＶＲにおいて放射線皮膚障害

を発生させない環境を整え、万一障害発症の可能性が起き

た場合においても、的確に対応ができる体制整備が大切で

ある。また、医療関係者の良いコミニュケ－ションを構築

することが必要であり、医療分野の防護の実践は、よい人

間関係を築くことが放射線防護上は最も重要と考える。 

最後に当ガイドライン、測定マニュアルそして、ブック

レット作成に係わった方々と、貴重な資料の提供を頂いた

貴全国循環器撮影研究会にあらためて感謝する。 
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